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～宮城県国民健康保険団体連合会は、 

ＩＳＭＳの国際規格「 ISO/IEC27001」の 

認証取得団体です～ 

国保だより 
https://www.miyagi-kokuho.or.jp 

 

保険医療機関・保険調剤薬局の皆様へ 

 

レセプトの傷病名欄について 

～傷病名コードで記録をお願いします～ 

診療報酬明細書の記載要領には、原則として「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関してこども家庭庁

長官及び厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関してこども家庭庁長官及

び厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について（令和６年４月 22 日付保発 0422 第２号）別添３に規定する傷

病名を用いること」とされています。「別添３」とは傷病名マスターを指しますので、傷病名コードと修飾語又は補足コメ

ントの組み合わせにより記録できるものは、傷病名コードを使用して請求願います。 

 

 

再審査申立にあたってのお願い 

オンライン請求機関が審査結果に不服があるため、再審査申立をオンライン請求システムにより行う場合、以下に

ついて御注意願います。 

 

申出種別の誤りについて 

   医科と調剤の突合審査の結果について、再審査申立をオンライン請求システムにより行う場合、再審査等対象種別

を「再審査」としている場合が多く見られます。再審査等対象種別は「突合再審査」になり、相手方薬局のコードを入力

していただく必要がありますので御注意願います。 

※「増減点返戻通知書」及び「過誤再審査結果通知書」の備考欄に記載されている相手方薬局のコードを入力しま

す。 

 正しく申立が行われない場合は、翌月に再度申立を行っていただく必要がございますので、御注意願います。 

 

 

 

 

 

 

「再審査等対象種別」を選択される場合は、以下の帳票の記載内容を参照願います。 

・再審査等対象種別が「一次審査」の場合：増減点返戻通知書 

・再審査等対象種別が「突合再審査」の場合：増減点返戻通知書、過誤再審査結果通知書 

・再審査等対象種別が「再審査」の場合：過誤再審査結果通知書 

参考 
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処方箋発行による医薬品等の保険請求について 

～医科・歯科と調剤の突合審査の対象とならないように～ 

（保険医療機関の皆様へ） 

処方箋を発行した場合、医科・歯科レセプトと調剤レセプトの突合点検において、レセプトの傷病名欄の不備により

審査の対象となる事例が増えています。また、連携している他医療機関からの紹介で、前医から継続して医薬品等の

処方を依頼された場合であっても、レセプト傷病名欄の整備は必要です。レセプト傷病名欄の今一度の確認をお願い

します。 

（保険調剤薬局の皆様へ） 

宮城県では医薬分業が進んでおり、2023年には 85％を超えています。そのため、複数の医療機関から発行された

処方箋を持参される被保険者が一定数いらっしゃいます。処方箋発行医療機関コードの記録誤りによって審査対象と

なるケースが散見されますので、レセプトを作成する際には、処方箋発行医療機関コード及び保険医氏名について今

一度の確認をお願いします。 

 

レセプトの取下申出について 

オンライン請求システムによるレセプトの取下申出（当月請求分以外）を行っています。オンライン請求システムを導

入している保険医療機関等での当月請求分以外のレセプトの取下申出は、原則オンラインで取下申出を送信してくだ

さい。 

なお、当月請求分については紙様式「診療（調剤）報酬明細書取下申出」を提出してください。（紙様式は本会ホー

ムページからダウンロードできます） 

 

レセプト取下 

申出区分 
申出機関 対象保険者 提出方法・期限 提出先 

当月請求分 
すべての保険医療

機関 

県内保険者 

紙様式「診療（調剤）報酬明細書取下

申出」提出月の 25日（12月は 20日）

まで必着 

本会 

（期日を過ぎた

場合は当月請

求分以外を参

照） 
県外保険者 

紙様式「診療（調剤）報酬明細書取下

申出」提出月の 15日まで必着 

当月請求分 

以外 

オンライン請求シス

テム導入機関 

県内保険者 

県外保険者 
原則オンライン 

オンライン請求

システム 

オンライン請求シス

テム未導入機関 

県内保険者 該当県内保険者へ連絡 
県内保険者 

（※注１） 

県外保険者 
紙様式「診療（調剤）報酬明細書取下

申出」 

本会（※注２） 

 

※注１…当月請求分以外の県内保険者宛て取下申出を保険者へ郵送する際には、宛先に誤りがないか確認の上、送

付願います。（宮城県後期高齢者医療広域連合宛て郵便が宛先誤りのため本会へ送付されることが見受けられ

ます） 

※注２…宮城県外の保険者宛ての場合、レセプトの取り寄せには３か月以上かかりますことを御了承ください。 
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乳幼児（子ども）医療費の助成対象年齢について 

令和７年４月から、下記市町村における乳幼児医療費の助成対象範囲が変更となります。 

レセプト及び「乳幼児医療費請求書（社保用）」を請求する際は、助成対象年齢を確認の上、提出願います。 

 

市町村 変更内容 改正後（令和７年４月１日） 改正前 

白石市 入通院 ０歳～１８歳年度末 ０歳～１５歳年度末 

所得制限限度額 なし なし  

 

オンライン請求機関に係る各種帳票Ｗｅｂ公開日について 

オンライン請求機関に係る各種帳票は公開期間内に必ずダウンロードしてください。 

公開期間を過ぎるとダウンロードができなくなりますので御留意願います。 

オンライン請求機関に係る各種帳票Ｗｅｂ公開日 

帳票名 
オンライン請求システム 

帳票格納先 

データ 

形式 

公開期間 

※公開月含む 

公開日 

公開 

基準日 

（例） 

３月請求分 

返戻レセプト 返戻レセプト CSV形式 

３か月 

毎月５日 ４月５日 

増減点返戻通知書 

各種帳票等→振込額 PDF形式 

資格確認結果連絡書 

過誤・再審査結果通知書 

過誤調整結果通知書 

国保審査連絡書・国保再審査連絡書 

特別療養費の審査結果 

国保中央会特別審査関係帳票 

増減点連絡書 各種帳票等 

→増減点連絡書 

CSV形式 12か月 
返戻内訳書 各種帳票等 

→返戻内訳書 

資格確認結果連絡書 各種帳票等 

→資格確認結果 

診療（調剤）報酬等支払額決定通知書 

各種帳票等→振込額 PDF形式 ３か月 毎月15日 ４月15日 
支払額決定通知書内訳書 

社保乳幼児医療費返戻内訳表 

社保乳幼児過誤調整結果通知書 

※本会ホームページ（httpｓ://www.miyagi-kokuho.or.jp）にも掲載しておりますので、御活用ください。 

「宮城県国民健康保険団体連合会」→「医療機関のみなさまへ」→「請求期日・支払日・送付日一覧」→「オンライン請求機関に係るＷｅｂ 

公開日」 

 

 
「国保だより」のバックナンバーについて 

国保だよりのバックナンバーは、本会ホームページ（httpｓ://www.miyagi-kokuho.or.jp）から御覧いただけます。 

➢「宮城県国民健康保険団体連合会」→「医療機関のみなさまへ」→「お知らせ」→「国保だよりバックナンバー」 
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診療（調剤）報酬の提出及び支払予定日等について 

令和７年４月から令和７年８月までの診療（調剤）報酬請求書の提出協力日等は、以下のとおりですので早期提出

に御協力願います。 

窓口における受付時間は、各日とも午前８時 30分から午後５時 15分までとなっております。 

郵送又は宅配による提出の場合は、請求締切日の受付時間内に到着するように提出してください。 

２０２５年度 診療報酬請求書等受付期限・診療報酬支払予定日日程表 

※１ 早期支払の対象となるのは、電子レセプト請求の届出をしている医療機関等です。 

※２ 「特定健診・特定保健指導」、「介護給付費」等の支払に関する日程表については、本会ホームページ（https://www.miyagi-kokuho.or.jp）

を御確認ください。 

※３ 令和７年５月10日、８月10日はそれぞれ土曜・日曜となっています。普通扱いとする郵便による提出については御注意願います。 

区分等 

提出月 

オンライン、磁気媒体又は紙レセプト請求 医療機関支払予定日 

提出協力日 提出期限  早期支払（※１） 早期支払以外 

令和７年４月 ９日（水） 
 

 

毎月10日 

 

 

※オンライン請求について受付・事務

点検 ASP 結果の訂正は、12 日が提

出期限となります。 

令和７年４月 21日（月） 28日（月） 

令和７年５月 ９日（金） 令和７年５月 20日（火） 29日（木） 

令和７年６月 ９日（月） 令和７年６月 20日（金） 27日（金） 

令和７年７月 ９日（水） 令和７年７月 22日（火） 30日（水） 

令和７年８月 ８日（金） 令和７年８月 20日（水） 28日（木） 

発行月： 令和７年３月   

発行所： 仙台市青葉区上杉１丁目２番３号  

宮城県国民健康保険団体連合会  

発行人： 事務局長 菅 谷 正 孝 

U R L：https://www.miyagi-kokuho.or.jp 

（審査業務課）T E L：0 2 2 - 2 2 2 - 7 0 7 5 F A X：0 2 2 - 2 2 2 - 7 1 0 7 

（審査管理課）T E L：0 2 2 - 2 2 2 - 7 0 7 4 F A X：0 2 2 - 2 2 2 - 7 1 0 7 

（情報管理課）T E L：0 2 2 - 2 2 2 - 7 1 7 0 F A X：0 2 2 - 2 2 2 - 7 0 7 2 

 

 

厚生労働省ホームページ（httpｓ://www.mhlw.go.jp）に最新情報が掲載されておりますので、是非、御活用ください。 

➢厚生労働省トップページ→政策について→分野別の政策一覧→健康・医療→医療保険→ 

診療報酬関連情報→令和６年度診療報酬改定 

http://www.mhlw.go.jp/

